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２
．
令
和
元
年
度
　
清
掃
事
業
部
門
別
原
価
計
算
書

最
終
処
分

資
源
物

不
燃
・
粗
大

直
営

委
託

直
営

委
託

委
託

委
託

委
託

千
円

千
円

千
円

千
円

千
円

千
円

千
円

千
円

千
円

千
円

千
円

千
円

千
円

千
円

千
円

千
円

人
件

費
98
,0
74

42
,3
92

15
,5
31

43
,0
99

0
0

0
0

1
9
9
,
0
9
5

0
1
9
9
,
0
9
5

2
,
7
2
0

0
2
,
7
2
0

5
,
3
0
2

8
,
0
2
1

物
件

費
11
,7
24

55
7,
37
8

1,
02
1

26
5,
11
0

20
9,
05
9

81
,1
31

76
5,
81
4

15
4,
61
5
2
,
0
4
5
,
8
5
2

1
0
2
,
8
4
2
2
,
1
4
8
,
6
9
5

7
4
,
7
8
3

9
3
,
7
5
7

1
6
8
,
5
3
9

3
,
7
6
4

1
7
2
,
3
0
3

減
価

償
却

費
0

0
0

16
7

1
6
7

1
6
7

1
0
,
2
2
0

1
0
,
2
2
0

1
0
,
2
2
0

起
債

償
還

利
子

0
0

0
3

3
3

5
6
2

5
6
2

5
6
2

小
計

10
9,
79
8

59
9,
77
0

16
,5
52

30
8,
20
9

20
9,
05
9

81
,1
31

76
5,
81
4

15
4,
78
5
2
,
2
4
5
,
1
1
8

1
0
2
,
8
4
2
2
,
3
4
7
,
9
6
0

7
7
,
5
0
2

1
0
4
,
5
3
9

1
8
2
,
0
4
1

9
,
0
6
6

1
9
1
,
1
0
7

9,
66
4

24
,4
78

1,
31
9

20
,6
58

10
,6
38

5,
68
4

71
4

12
,0
1
8

8
5
,
1
7
2

1
7
,
9
2
9

1
0
3
,
1
0
1

4
,
5
0
8

3
,
6
9
9

8
,
2
0
8

4
,
6
5
7

1
2
,
8
6
5

16
,9
67

10
,3
53

2,
60
2

10
,0
12

1,
70
7

9
10

11
4

2,
04
8

4
4
,
7
1
3

2
,
6
1
7

4
7
,
3
3
0

6
8
3

5
6
9

1
,
2
5
2

1
,
3
6
5

2
,
6
1
7

13
6,
42
8

63
4,
60
1

20
,4
74

33
8,
87
9

22
1,
40
3

87
,7
25

76
6,
64
2

16
8,
85
1
2
,
3
7
5
,
0
0
3

1
2
3
,
3
8
8
2
,
4
9
8
,
3
9
1

8
2
,
6
9
3

1
0
8
,
8
0
7

1
9
1
,
5
0
0

1
5
,
0
8
8

2
0
6
,
5
8
9

61
0.
7
29
,5
17
.9

59
.8

9,
36
5.
1

8,
38
9.
9

5,
44
7.
0
50
,7
52
.6

9,
32
0.
7

4
4
4
,
6
5
8
,
5
8
3

7
,
5
5
4
.
4
2
0
,
0
5
2
.
7

50
,3
35
,5
09

1
0
0
円
の

1
0
0
円
の

収
入
当
た
り

収
入
当
た
り

2
3
.
1
円

1
8
円

1
0
0
円
の

1
0
0
円
の

収
入
あ
た
り

収
入
あ
た
り

2
7
.
7
円

3
0
円

※
手
数
料
の
処
理
量
の
項
は
手
数
料
収
入
額
を
示
し
、
直
接
原
価
、
総
原
価
の
項
は
収
入
１
０
０
円
当
た
り
の
経
費
を
示
す
。

※
表
中
の
数
値
は
千
円
未
満
を
四
捨
五
入
し
て
い
る
た
め
、
内
訳
と
合
計
は
必
ず
し
も
一
致
し
ま
せ
ん
。

18
,1
1
6

-
1
0
,
9
4
6

5
,
4
2
6

-
--

-

総
原
価
(
円
）

22
3,
39
6

21
,4
99

34
2,
37
1

36
,1
85

-

16
,6
0
7

-
-

1
0
,
2
5
9

5
,
2
1
3

27
6,
79
1

32
,9
10

24
,9
18

14
,8
95

15
,0
89

処
理

量
（
t
,
k
l
）

単 位 当

直
接
原
価
(
円
）

17
9,
79
0

20
,3
19

26
,3
89

16
,1
05

15
,1
05

総 経 費

直 接 経 費 管
理

部
門

配
賦

額

管
理

部
門

配
賦

額
（

共
通

費
分

）

合
計

資
源
物

焼
却

埋
立

原
価
費

原
価
部
門

ご
み
処
理
関
係
部
門

合
　
計

し
尿
・
浄
化
槽
汚
泥
等
処
理
関
係
部
門

合
　
計

収
　
集

中
間
処
理

小
　
計

手
数
料

徴
収

収
　
集

処
　
理

小
　
計

手
数
料

徴
収

可
燃
・
不
燃
・
粗
大
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１
９
．
一
般
廃
棄
物
処
理
業
者
・
許
可
業
者
一
覧
表

令
和
２
年
４
月
１
日
現
在

区
　
　
分

許
可
番
号

業
　
　
者
　
　
名

住
　
　
　
　
　
所

電
　
　
話

車
両
台
数

許
可
年
月
日

許
可
期
限

浄
化

槽
清

掃
及

び
浄

化
槽

汚
泥

収
集

運
搬

浄
化

槽
清

掃
業

許
可

１
号

･一
般

廃
棄

物
処

理
業

（
浄

化
槽

汚
泥

）
第

１
１

５
号

吉
村

衛
生

工
機

株
式

会
社

釧
路

市
若

松
町

1
6
番

1
1
号

3
2
-
0
9
9
5

1
1
（
0
）

令
和

2
年

4
月

1
日

令
和

4
年

3
月

3
1
日

令
和

2年
4月

1日
令

和
4年

3月
31

日

令
和

元
年

5月
1日

令
和

3年
4月

30
日

上
段

清
掃

業
・下

段
処

理
業

上
段

清
掃

業
・下

段
処

理
業

令
和

2年
4月

1日
令

和
4年

3月
31

日

令
和

元
年

5月
1日

令
和

3年
4月

30
日

上
段

清
掃

業
・下

段
処

理
業

上
段

清
掃

業
・下

段
処

理
業

平
成

30
年

4月
5日

令
和

2年
4月

4日

平
成

30
年

10
月

29
日

令
和

2年
10

月
28

日

上
段

清
掃

業
・下

段
処

理
業

上
段

清
掃

業
・下

段
処

理
業

平
成

30
年

5月
20

日
令

和
2年

5月
19

日

平
成

31
年

3月
10

日
令

和
3年

3月
9日

上
段

清
掃

業
・下

段
処

理
業

上
段

清
掃

業
・下

段
処

理
業

第
３

号
株

式
会

社
 対

島
商

店
釧

路
市

文
苑

1
丁

目
1
2
番

2
0
号

3
7
-
5
6
3
0

6
(3

)
令

和
元

年
5
月

1
日

令
和

3
年

4
月

3
0
日

第
４

号
有

限
会

社
 丸

昭
上

川
原

商
店

釧
路

市
鳥

取
北

5
丁

目
6
番

6
号

5
1
-
1
2
6
9

1
9
(7

)
令

和
元

年
5
月

1
日

令
和

3
年

4
月

3
0
日

第
５

号
株

式
会

社
 マ

ル
カ

加
藤

商
店

釧
路

市
鳥

取
北

4
丁

目
2
1
番

6
号

5
1
-
1
2
7
6

1
1
(8

)
令

和
元

年
5
月

1
日

令
和

3
年

4
月

3
0
日

第
７

号
株

式
会

社
道

東
清

掃
釧

路
市

愛
国

西
3
丁

目
3
3
番

4
号

3
6
-
2
1
7
3

2
4
(1

5
)

令
和

元
年

5
月

1
日

令
和

3
年

4
月

3
0
日

第
８

号
有

限
会

社
 新

富
金

属
釧

路
市

松
浦

町
1
0
番

1
3
2
号

0
9
0
-
1
6
4
8
-
8
5
3
3

2
(2

)
令

和
元

年
5
月

1
日

令
和

3
年

4
月

3
0
日

第
９

号
有

限
会

社
共

通
空

輸
釧

路
市

海
運

町
1
丁

目
2
番

1
6
号

2
4
-
3
6
6
6

1
4
(8

)
令

和
元

年
5
月

1
日

令
和

3
年

4
月

3
0
日

第
１

０
号

株
式

会
社

 三
宮

商
会

釧
路

市
大

楽
毛

4
丁

目
1
3
番

7
号

5
7
-
8
8
0
6

1
0
(3

)
令

和
元

年
5
月

1
日

令
和

3
年

4
月

3
0
日

第
１

２
号

釧
路

環
境

衛
生

企
業

組
合

釧
路

市
入

江
町

1
4
番

7
号

2
2
-
9
3
7
5

1
4
(1

3
)

令
和

元
年

5
月

1
日

令
和

3
年

4
月

3
0
日

第
１

５
号

株
式

会
社

 栄
和

サ
ー

ビ
ス

釧
路

市
知

人
町

3
番

1
8
号

4
2
-
8
6
4
0

6
(0

)
平

成
3
0
年

8
月

3
日

令
和

2
年

8
月

2
日

第
１

６
号

株
式

会
社

 丸
サ

佐
々

木
商

店
釧

路
市

星
が

浦
南

2
丁

目
1
番

3
3
号

5
2
-
2
5
7
7

1
3
(9

)
令

和
元

年
7
月

1
日

令
和

3
年

6
月

3
0
日

第
１

７
号

株
式

会
社

 山
拾

村
上

商
店

釧
路

郡
釧

路
町

国
誉

2
丁

目
5
番

地
3
6
-
1
2
0
3

1
9
(3

)
令

和
2
年

2
月

2
9
日

令
和

4
年

2
月

2
8
日

第
２

８
号

Ｅ
Ｃ

Ｏ
く
し

ろ
株

式
会

社
釧

路
市

新
釧

路
町

1
4
番

1
号

3
2
-
1
1
1
1

9
(5

)
平

成
3
0
年

1
1
月

5
日

令
和

2
年

1
1
月

4
日

第
２

９
号

株
式

会
社

 ビ
ケ

ン
ワ

ー
ク

釧
路

市
北

大
通

1
2
丁

目
1
番

1
4
号

ビ
ケ

ン
ワ

ー
ク

ビ
ル

内
3
2
-
2
2
2
2

1
7
(3

)
平

成
3
0
年

1
1
月

5
日

令
和

2
年

1
1
月

4
日

第
１

８
５

号
釧

高
運

輸
株

式
会

社
釧

路
市

阿
寒

町
旭

町
1
丁

目
6
番

1
0
号

6
6
-
3
3
5
3

9
(0

)
令

和
2
年

3
月

1
0
日

令
和

4
年

3
月

9
日

第
４

１
号

株
式

会
社

八
幡

重
機

釧
路

市
阿

寒
町

富
士

見
3
丁

目
1
番

3
1
号

6
6
-
3
4
0
4

1
0
(0

)
平

成
3
0
年

9
月

2
7
日

令
和

2
年

9
月

2
6
日

第
２

０
号

舌
川

原
産

業
有

限
会

社
釧

路
市

阿
寒

町
阿

寒
湖

温
泉

5
丁

目
5
番

1
1
号

6
7
-
2
9
0
6

5
(2

)
令

和
元

年
9
月

2
6
日

令
和

3
年

9
月

2
5
日

第
１

０
１

号
釧

路
エ

ヌ
ピ

ー
サ

ポ
ー

ト
株

式
会

社
釧

路
市

鳥
取

南
2
丁

目
1
番

4
7
号

5
1
-
0
1
0
7

2
(0

)
平

成
3
0
年

8
月

7
日

令
和

2
年

8
月

6
日

第
１

０
３

号
有

限
会

社
 丸

北
水

産
サ

ー
ビ

ス
セ

ン
タ

ー
釧

路
市

浜
町

2
番

5
号

2
2
-
7
9
8
8

5
(1

)
令

和
元

年
5
月

1
日

令
和

3
年

4
月

3
0
日

第
１

０
５

号
協

立
海

上
運

輸
株

式
会

社
釧

路
市

西
港

1
丁

目
1
0
0
番

地
1
5
号

5
3
-
0
2
8
5

2
(0

)
令

和
元

年
5
月

1
日

令
和

3
年

4
月

3
0
日

廃
食

用
油

(収
集

運
搬

）
限

定
許

可
第

１
０

７
号

ま
る

い
し

バ
イ

オ
ワ

ー
ク

ス
釧

路
市

白
樺

台
5
丁

目
8
番

2
号

0
9
0
-
2
8
1
0
-
5
0
7
5

1
(0

)
平

成
3
1
年

1
月

1
0
日

令
和

3
年

1
月

9
日

Y
M

菌
限

定
許

可
処

分
第

１
号

株
式

会
社

釧
路

厚
生

社
釧

路
市

新
野

4
1
番

地
の

1
4
0
-
2
9
8
3

令
和

2
年

4
月

1
日

令
和

4
年

3
月

3
1
日

廃
食

用
油

（
処

分
）
限

定
許

可
処

分
第

５
号

ま
る

い
し

バ
イ

オ
ワ

ー
ク

ス
釧

路
市

白
樺

台
5
丁

目
8
番

2
号

0
9
0
-
2
8
1
0
-
5
0
7
5

平
成

3
1
年

1
月

1
0
日

令
和

3
年

1
月

9
日

廃
プ

ラ
ス

チ
ッ

ク
限

定
許

可
処

分
第

４
号

ネ
イ

チ
ャ

ー
テ

ッ
ク

釧
路

株
式

会
社

釧
路

市
星

が
浦

南
6
丁

目
6
番

1
3
号

5
7
-
7
7
6
6

4
(3

)
令

和
2
年

1
月

2
8
日

令
和

4
年

1
月

2
7
日

　
※
車
両
台
数
欄
の
数
字
は
キ
ャ
ブ
オ
ー
バ
ー
、
パ
ネ
ル
バ
ン
、
ダ
ン
プ
カ
ー
、
ラ
イ
ト
バ
ン
、
パ
ッ
カ
ー
車
を
あ
わ
せ
た
台
数
で
あ
り
、
（
）
内
の
数
字
は
そ
の
う
ち
の
パ
ッ
カ
ー
車
の
台
数
を
あ
ら
わ
す
。

2
4
(1

1
)

6
6
-
2
8
5
9

4
0
-
3
2
3
2

0
1
5
4
7
-
6
-
3
6
7
0

4
0
-
2
9
8
3

釧
路

市
音

別
町

川
東

1
丁

目
1
8
0
番

地

有
限

会
社

 阿
寒

ク
リ

ー
ン

社

浄
化

槽
清

掃
業

許
可

３
号

・
一

般
廃

棄
物

処
理

業
（
ご

み
・
浄

化
槽

汚
泥

）
第

２
号

株
式

会
社

 釧
路

厚
生

社
釧

路
市

新
野

4
1
番

地
の

1

1
0
(3

)

8
(3

)

2
3
(8

)

収
集

場
所

限
定

許
可

浄
化

槽
清

掃
及

び
ご

み
・
浄

化
槽

汚
泥

収
集

運
搬

浄
化

槽
清

掃
業

許
可

２
号

・
一

般
廃

棄
物

処
理

業
（
ご

み
・
浄

化
槽

汚
泥

）
第

１
号

浄
化

槽
清

掃
業

許
可

５
号

・
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第８章 資料 
 

○釧路市環境基本条例 

平成17年10月11日 

釧路市条例第128号 

目次 

前文 

第1章 総則(第1条―第6条) 

第2章 環境の保全及び創造に関する基本方針等(第7

条―第9条) 

第3章 環境の保全及び創造に関する基本的施策(第

10条―第29条) 

第4章 地球環境保全及び国際協力(第30条・第31条) 

第5章 環境審議会(第32条) 

附則 

釧路市は、広大な太平洋に臨み、タンチョウをはじ

め数多くの野生生物が生息する国際的にも貴重な釧

路湿原などのすぐれた自然にいだかれ、そのかけがえ

のない環境から絶えることなく豊かな恵みを受けつ

つ、今日まで発展してきた。 

一方、今日の私たちの社会は、豊かさや利便性が高

まった反面、日常生活や経済活動等の人の営みが拡大

し、大量の資源やエネルギーが消費され、環境への負

荷が増大し、その影響は地域の環境のみならず、今や

人類の生存基盤である地球環境全体に及ぶまでに

至った。 

もとより、すべての市民は、環境からの恵沢を受け

良好な環境の下に生活する権利を有しており、将来に

わたりこの環境を健全で恵み豊かなものとして次の

世代に引き継いでいくことは、私たちの願いであり、

また、責務でもある。 

このため、私たちは、地域の自然環境や生活環境を

良好なものとするとともに、環境への負荷を増大させ

ている現在の経済社会構造のあり方や生活様式を見

直し、かけがえのない地球に生きるものの一員として

の自覚の下に地球環境の保全に貢献していかなけれ

ばならない。 

このような考え方に立って、市、事業者及び市民の

すべてが、環境の問題を自らの課題として認識し、そ

れぞれの責任の下に相互に連携しながら役割を果た

していくことにより、環境への負荷を低減するととも

に、循環を基調とした持続的発展が可能な社会をつく

るため、釧路市環境基本条例を制定する。 

第1章 総則 

(目的) 

第1条 この条例は、良好な環境の保全並びに快適な

環境の維持及び創造(以下「環境の保全及び創造」と

いう。)について、基本理念を定め、並びに市、事業

者及び市民の責務を明らかにするとともに、施策の

基本となる事項を定めることにより、その施策を総

合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来の市

民が健康で文化的な生活を営むうえで必要とする

良好な環境を確保することを目的とする。 

(定義) 

第2条 この条例において「環境への負荷」とは、人の

活動により環境に加えられる影響であって、環境の

保全上の支障の原因となるおそれのあるものをい

う。 

2 この条例において「地球環境保全」とは、人の活動

による地球全体の温暖化又はオゾン層の破壊の進

行、海洋の汚染、野生生物の種の減少その他の地球

の全体又はその広範な部分の環境に影響を及ぼす

事態に係る環境の保全であって、人類の福祉に貢献

するとともに市民の健康で文化的な生活の確保に

寄与するものをいう。 

3 この条例において「公害」とは、環境の保全上の支

障のうち、事業活動その他の人の活動に伴って生ず

る相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁(水質

以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを

含む。)、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下(鉱

物の掘採のための土地の掘削によるものを除く。)

及び悪臭によって、人の健康又は生活環境(人の生

活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接

な関係のある動植物及びその生育環境を含む。以下

同じ。)に係る被害が生ずることをいう。 

(基本理念) 

第3条 環境の保全及び創造は、市民が健康で文化的

な生活を営むうえで必要とする健全で恵み豊かな

環境を確保し、これを将来の世代へ継承していくこ

とを目的として行われなければならない。 

2 環境の保全及び創造は、市、事業者及び市民のすべ

ての者がそれぞれの責任を認識し、公平な役割分担

の下、自主的かつ相互に連携協力して推進されなけ

ればならない。 

3 環境の保全及び創造は、人と自然が共生し、循環を

基調とした環境への負荷の少ない持続的発展が可

能な社会が実現されるように行われなければなら

ない。 

4 地球環境保全は、人類共通の課題であるとともに、

市民の健康で文化的な生活を将来にわたって確保

するうえで重要であることから、すべての者が自ら

の課題であることを認識し、日常生活及び事業活動

において積極的に推進されなければならない。 

(市の責務) 

第4条 市は、市民の意見を適切に反映して、環境の保

全及び創造に関する総合的かつ計画的な施策を策

定し、及び実施しなければならない。 

2 市は、自ら率先して環境への負荷の低減に努めな

ければならない。 

(事業者の責務) 

第5条 事業者は、その事業活動を行うに当たっては、

これに伴って生ずる公害を防止し、又は自然環境を

適正に保全するために必要な措置を講じなければ

ならない。 

2 事業者は、環境の保全上の支障を防止するため、物

の製造、加工又は販売その他の事業活動を行うに当

たって、その事業活動に係る製品その他の物が使用

され、又は廃棄されることによる環境への負荷の低

減に努めるとともに、廃棄物となった場合に適正な

処理が図られるように必要な措置を講じなければ

ならない。 

3 事業者は、環境の保全上の支障を防止するため、そ

の事業活動において再生資源その他の環境への負
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荷の低減に資する原材料、役務等を利用するように

努めなければならない。 

4 前3項に定めるもののほか、事業者は、その事業活

動に関し、環境に与える影響を認識し、自ら環境へ

の負荷の低減に努めるとともに、市が実施する環境

の保全及び創造に関する施策に協力しなければな

らない。 

(市民の責務) 

第6条 市民は、環境の保全上の支障を防止するため、

その日常生活において、廃棄物の適正処理及び排出

の抑制、資源やエネルギーの節減及び環境への負荷

の低減に資する製品等の利用に努めなければなら

ない。 

2 前項に定めるもののほか、市民は、その日常生活に

おいて、環境に与える影響を認識し、自ら環境への

負荷の低減に努めるとともに、市が実施する環境の

保全及び創造に関する施策に協力しなければなら

ない。 

第2章 環境の保全及び創造に関する基本方針等 

(施策の基本方針) 

第7条 市は、基本理念にのっとり、次に掲げる基本方

針に基づく環境の保全及び創造に関する施策を総

合的かつ計画的に推進するものとする。 

(1) 人の健康の保護及び生活環境の保全を図るため、

大気、水、土壌等を良好な状態に保持すること。 

(2) 人と自然との共生を図るため、生物の多様性を

保全するとともに、湿原、水辺地等多様な自然環境

を適正に保全すること。 

(3) 地域の特性を生かした良好な景観の形成、歴史

的文化的遺産の保全等により、潤い、ゆとり、安ら

ぎ等心の豊かさが感じられる環境を確保すること。 

(4) 廃棄物の発生の抑制及び適正な処理、資源の循

環的利用並びにエネルギーの有効利用等により、環

境への負荷の少ない循環型社会の構築を図ること。 

(5) 地球環境保全のため、地域における環境への負

荷の低減を進めるとともに、国際協力を推進するこ

と。 

(環境基本計画) 

第8条 市長は、環境の保全及び創造に関する施策を

総合的かつ計画的に推進するため、環境の保全及び

創造に関する基本的な計画(以下「環境基本計画」と

いう。)を策定しなければならない。 

2 環境基本計画は、環境の保全及び創造に関する長

期的な目標及び施策の大綱その他必要な事項につ

いて定めるものとする。 

3 市長は、環境基本計画を策定するに当たっては、市

民の意見を適切に反映するとともに、釧路市環境審

議会の意見を聴かなければならない。 

4 市長は、環境基本計画を策定したときは、速やかに、

これを公表しなければならない。 

5 前2項の規定は、環境基本計画の変更について準用

する。 

(釧路市環境白書) 

第9条 市長は、毎年、環境の現況及び環境の保全及び

創造に関する施策の実施状況等を明らかにするた

め、釧路市環境白書を作成し、公表しなければなら

ない。 

第3章 環境の保全及び創造に関する基本的施策 

(市の事業に係る環境への配慮) 

第10条 市は、環境に影響を及ぼすと認められる施策

を策定し、及び実施に当たっては、環境への負荷が

低減されるよう、十分に配慮するものとする。 

(規制の措置) 

第11条 市は、環境の保全上の支障を防止するため、

必要な規制の措置を講ずるものとする。 

(経済的措置) 

第12条 市は、市民及び事業者が環境の保全及び創造

に資する措置をとることを促進するため必要があ

るときは、適正な助成その他の措置を講ずるよう努

めるものとする。 

2 市は、環境への負荷の低減を図るため、特に必要が

あるときは、市民又は事業者に適正な経済的負担を

求める措置を講ずるものとする。 

(環境影響評価) 

第13条 市は、環境に著しい影響を及ぼすおそれのあ

る事業を行おうとする者が、あらかじめその事業に

係る環境への影響について自ら適正に調査、予測及

び評価を行い、その結果に基づき、その事業に係る

環境の保全について適正に配慮することを推進す

るため、必要な措置を講ずるものとする。 

(環境の保全及び創造に資する施設の整備等) 

第14条 市は、廃棄物処理施設、下水道その他の環境

の保全上の支障を防止するための施設の整備を推

進するように努めるものとする。 

2 市は、公園、緑地等の公共的施設の整備その他の快

適な環境の維持及び創造に資する事業を推進する

ように努めるものとする。 

(市民及び事業者の活動の促進) 

第15条 市は、市民及び事業者が自発的に行う環境の

保全及び創造に関する活動を促進するため、必要な

措置を講ずるものとする。 

(環境教育及び学習の推進) 

第16条 市は、市民及び事業者が環境の保全及び創造

についての理解を深め、自発的に活動することを促

進するため、環境の保全及び創造に関する教育及び

学習(以下「環境教育及び学習」という。)の推進に

努めるものとする。 

2 前項の場合において、市は、特に将来を担う世代に

ついて、積極的に環境教育及び学習を推進するよう

に努めるものとする。 

(情報の収集及び提供) 

第17条 市は、市民及び事業者の自発的な活動の促進

並びに環境教育及び学習の推進に資するため、環境

の保全及び創造に関する情報を収集し、これを適切

に提供するように努めるものとする。 

(調査研究の実施) 

第18条 市は、環境に関する現状を把握し、環境の保

全及び創造に関する施策を推進するため、必要な調

査研究の実施及びその成果の活用に努めるものと

する。 

(監視等の体制整備) 

第19条 市は、環境に関する現状を把握し、環境の保

全及び創造に関する施策を適正に実施するため、必

要な監視、測定及び検査等の体制の整備に努めるも
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のとする。 

(自然環境の保全) 

第20条 市は、タンチョウ、シマフクロウその他野生

生物の保護管理並びに釧路湿原、春採湖をはじめと

する湿原、森林、水辺地その他の多様な自然環境の

保全及び適正な利用の促進が図られるように努め

るものとする。 

(公害の防止) 

第21条 市は、市民の健康の保護及び生活環境の保全

が図られるよう、公害を防止するために必要な措置

を講ずるものとする。 

(快適な都市空間の形成) 

第22条 市は、安らぎと潤いのある快適な都市空間の

形成を図るため、歴史的文化的遺産の保全及び水辺

の整備等必要な措置を講ずるものとする。 

(良好な景観の形成) 

第23条 市は、自然と調和した、地域の特性を生かし

た良好な景観を形成するために必要な措置を講ず

るものとする。 

(緑化の推進) 

第24条 市は、緑豊かな生活環境の確保が図られるよ

う、緑化を推進するために必要な措置を講ずるもの

とする。 

(都市美化の推進) 

第25条 市は、ごみの投棄や散乱の防止等都市美化を

推進するために必要な措置を講ずるものとする。 

(廃棄物の発生の抑制及び資源の循環的利用等の推

進) 

第26条 市は、環境への負荷の低減を図るため、市民

及び事業者による廃棄物の発生の抑制及び適正処

理、資源の循環的利用並びにエネルギーの有効利用

が促進されるように必要な措置を講ずるものとす

る。 

2 市は、環境への負荷の低減を図るため、市の施設の

建設及び維持管理その他の事業の実施に当たって

は、廃棄物の発生の抑制及び適正処理、資源の循環

的利用並びにエネルギーの有効利用に努めるもの

とする。 

3 市は、環境への負荷の低減に資する製品等の利用

が促進されるように努めるものとする。 

(国及び他の地方公共団体等との連携協力) 

第27条 市は、環境の保全及び創造に関する施策を推

進するに当たり、国、他の地方公共団体等との連携

協力に努めるものとする。 

2 前項の場合において、市は、釧路湿原の保全等特に

広域的に取り組む必要があるときは、関係する地方

公共団体等との連携協力に努めるものとする。 

(施策の推進体制の整備) 

第28条 市は、その機関相互の施策の調整を図り、環

境の保全及び創造に関する施策を総合的に推進す

るための体制を整備するものとする。 

(財政上の措置) 

第29条 市は、環境の保全及び創造に関する施策を推

進するため、必要な財政上の措置を講ずるように努

めるものとする。 

第4章 地球環境保全及び国際協力 

(地球環境保全の推進) 

第30条 市は、地球環境保全に資するため、地球温暖

化の防止、生物の多様性の保全等に関する施策の積

極的な推進に努めるものとする。 

(国際協力の推進) 

第31条 市は、国及び他の地方公共団体等と連携し、

地球環境保全に関する国際協力の推進に努めるも

のとする。 

2 市は、特に自然環境保全に関し、国際機関、国及び

他の地方公共団体その他関係する団体等と連携し

て、情報交換、調査研究及び人材交流等を行うこと

により国際協力の推進が図られるように努めるも

のとする。 

第5章 環境審議会 

(釧路市環境審議会) 

第32条 環境の保全及び創造に関する基本的事項を

調査審議するため、釧路市環境審議会(以下「審議会」

という。)を置く。 

2 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項を調

査審議する。 

(1) 環境基本計画に関すること。 

(2) 前号に掲げるもののほか、環境の保全及び創造

に関する基本的事項 

3 審議会は、市長が委嘱し、又は任命する委員18人以

内をもって組織する。 

4 委員の任期は、2年とし、補欠の委員の任期は、前

任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。 

5 特別の事項を調査審議するために必要があるとき

は、審議会に臨時委員を置くことができる。 

6 専門の事項を調査させるため必要があるときは、

審議会に調査委員を置くことができる。 

7 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運

営に関し必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

この条例は、平成17年10月11日から施行する。 

 

 

○釧路市廃棄物の減量及び処理等に関する条例 

平成17年10月11日 

釧路市条例第132号 

目次 

第1章 総則(第1条―第6条) 

第2章 廃棄物減量等推進審議会(第7条) 

第3章 一般廃棄物(第8条―第16条) 

第4章 市が設置する一般廃棄物処理施設における技

術管理者の資格(第17条) 

第5章 廃棄物処理手数料(第18条―第20条) 

第6章 一般廃棄物処理業等の許可(第21条―第23条) 

第7章 補則(第24条) 

第8章 罰則(第25条) 

附 則 

第1章 総則 

(目的) 

第1条 この条例は、廃棄物の発生を抑制し、廃棄物

の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等

の処理をし、及び再利用を促進し、並びに生活環

境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び

公衆衛生の向上を図ることを目的とする。 
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(定義) 

第2条 この条例における用語の意義は、次項に定め

るものを除き、廃棄物の処理及び清掃に関する法

律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の

例による。 

2 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義

は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

(1) 事業系一般廃棄物 事業活動に伴って生じた廃

棄物のうち、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。 

(2) 家庭系廃棄物 一般家庭の日常生活に伴って生

じた廃棄物をいう。 

(3) 再利用 利用しなければ不要となる物又は廃棄

物を再び使用すること又は資源として利用するこ

とをいう。 

(4) 再生資源 資源の有効な利用の促進に関する法

律(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定する再生

資源をいう。 

(5) 再生品 主に再生資源を用いて製造され、又は

加工された製品をいう。 

(市の責務) 

第3条 市は、あらゆる施策を通じて廃棄物の発生を

抑制し、再利用を促進すること等により、廃棄物

の減量を推進するとともに、廃棄物の適正な処理

を図らなければならない。 

2 市は、市民及び事業者の廃棄物の減量に関する自

主的な活動に対し、必要な支援を講ずるよう努め

なければならない。 

3 市は、廃棄物の減量及び適正な処理に関し、市民

及び事業者の意識の啓発を図るよう努めなければ

ならない。 

4 市は、廃棄物の減量及び適正な処理に関し、市民

及び事業者の意見を施策に反映するよう努めなけ

ればならない。 

（事業者の責務） 

第4条 事業者は、再生資源及び再生品を利用するこ

とにより、廃棄物の発生を抑制するとともに、廃

棄物の再利用を促進することにより、廃棄物の減

量に努めなければならない。 

2 事業者は、その事業系一般廃棄物を自らの責任に

おいて適正に処理しなければならない。 

3 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、そ

の製品、容器等が廃棄物となった場合においてそ

の適正な処理が困難になることのないようにしな

ければならない。 

4 事業者は、過剰な包装を避けるよう努めるととも

に、包装容器の回収に努めなければならない。 

5 事業者は、廃棄物の減量及び適正な処理の確保等

に関し、市の施策に協力しなければならない。 

(市民の責務) 

第5条 市民は、再生品や再生可能な商品を選択する

こと等により、廃棄物の減量に努めなければなら

ない。 

2 市民は、再利用を促進するため、集団資源回収等

の自主的な活動に参加すること等により、廃棄物

の減量及び資源の有効利用に努めなければならな

い。 

3 市民は、廃棄物の減量及び適正な処理に関し、市

の施策に協力しなければならない。 

(清潔の保持) 

第6条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合

は、管理者とする。以下同じ。)は、その占有し、

又は管理する土地又は建物の清潔を保持するた

め、清掃の実施に努めなければならない。 

2 土地又は建物の占有者は、その占有し、又は管理

する場所にみだりに廃棄物が捨てられないよう適

正な管理に努めなければならない。 

3 何人も、公園、広場、道路その他の公共の場所

に、みだりに廃棄物を捨ててはならない。 

第2章 廃棄物減量等推進審議会 

(廃棄物減量等推進審議会) 

第7条 本市における廃棄物の減量及び適正な処理に

関する事項を審議するため、釧路市廃棄物減量等

推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。 

2 審議会は、市長が委嘱する20人以内の委員をもっ

て組織する。 

3 前項の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠

の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

4 委員は、再任されることができる。 

5 専門の事項を審議するため、審議会に専門部会を

置くことができる。 

第3章 一般廃棄物 

(一般廃棄物処理計画) 

第8条 市は、一般廃棄物処理計画(法第6条第1項の

規定により定める計画をいう。以下同じ。)に基づ

き、適正な一般廃棄物の処理を行うものとする。 

(一般廃棄物の処理に関する基本的事項の告示) 

第9条 市長は、土地又は建物の占有者及び事業者が

一般廃棄物の適正な処理を容易にできるよう、一

般廃棄物処理計画のうち、市の処理する一般廃棄

物について、次に掲げる基本的事項を告示するも

のとする。これらに変更があったときも、また同

様とする。 

(1) 廃棄物の種類 

(2) 分別の方法 

(3) 排出方法 

(4) 処理施設 

(5) 受入れ時間 

(6) その他必要な事項 

(市が処理する一般廃棄物) 

第10条 市は、家庭系廃棄物(市長が指定する施設以

外の施設に自ら搬入するものを除く。)を処理する

ものとする。ただし、規則で定めるものについて

は、この限りでない。 

2 市は、事業系一般廃棄物(市長が指定する施設に

搬入したものに限る。)の処分を行うものとし、事

業系一般廃棄物(し尿を除く。)の収集及び運搬は

行わないものとする。ただし、市長が特に必要と

認めるときは、事業系一般廃棄物の収集及び運搬

を行うことができるものとする。 

3 前項ただし書の場合においては、次条及び第18条

の規定を準用する。 

(市が処理する一般廃棄物の排出方法) 

第11条 市が処理する家庭系廃棄物のうち可燃ごみ

及び不燃ごみは、次に掲げる方法により排出しな
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ければならない。 

(1) 可燃ごみ及び不燃ごみ(次号に規定する粗大ご

みを除く。別表第1において同じ。)は、市長が指

定するごみ袋(以下「指定ごみ袋」という。)に入

れること。 

(2) 指定ごみ袋に入らない可燃ごみ及び不燃ごみ

(以下「粗大ごみ」という。)は、粗大ごみごとに

市長が指定するごみ処理券(以下「ごみ処理券」と

いう。)を張り付けること。 

2 市が処理する家庭系廃棄物のうち次の各号に掲げ

る可燃ごみは、前項の規定にかかわらず、当該各

号に定める方法により排出することができる。 

(1) 刈草、落葉等 透明な袋等に入れること。 

(2) 木の枝 長さ50センチメートル以下に切断し、

及び結束すること。 

(適正処理困難物の指定) 

第12条 市長は、市の処理する一般廃棄物のうちか

ら、製品、容器等で、市の一般廃棄物の処理に関

する設備及び技術に照らし、その適正な処理が困

難となっているものを、適正処理困難物として指

定することができる。 

2 市長は、前項の適正処理困難物となる製品等の製

造、加工、販売等を行う事業者に対し、その回収

等の処置を講ずるよう必要な協力を求めることが

できる。 

(排出禁止物) 

第13条 土地又は建物の占有者は、市が行う一般廃

棄物の収集、運搬及び処分に際して支障があるも

の等市長が別に定める廃棄物を排出してはならな

い。 

(一般廃棄物の管理等) 

第14条 土地又は建物の占有者は、その土地又は建

物内の一般廃棄物のうち、生活環境の保全上支障

のない方法で容易に処分できる一般廃棄物につい

ては、なるべく自ら処分するように努めるととも

に、自ら処分しない一般廃棄物については、一般

廃棄物処理計画に定めるところにより、分別し、

保管し、及び市長の指定する方法で排出し、収集

されるまでこれを管理しなければならない。 

2 土地又は建物の占有者は、一般廃棄物を保管し、

又は排出するときは、規則で定める基準に従い、

環境衛生及び収集作業に支障がないようにしなけ

ればならない。 

(一般廃棄物の管理等に対する指示) 

第15条 市長は、前条の規定による一般廃棄物の管

理等が、環境衛生又は収集作業に支障があると認

めるときは、その改善を指示することができる。 

(多量の廃棄物の排出者に対する指示) 

第16条 市長は、多量の事業系一般廃棄物を生ずる

土地又は建物の占有者に対し、当該一般廃棄物の

減量に関する計画の作成、当該一般廃棄物を運搬

すべき場所及びその運搬の方法その他必要な事項

を指示することができる。 

2 市長は、多量の家庭系廃棄物を生ずる排出者に対

し、当該家庭系廃棄物を運搬すべき場所及びその

運搬の方法その他必要な事項を指示することがで

きる。 

第4章 市が設置する一般廃棄物処理施設における技

術管理者の資格 

第17条 法第21条第3項に規定する条例で定める技術

管理者が有すべき資格は、次の各号のいずれかと

する。 

(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規

定する技術士(化学部門、上下水道部門又は衛生工

学部門に係る第2次試験に合格した者に限る。) 

(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に

該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の

処理に関する技術上の実務に従事した経験を有す

るもの 

(3) 2年以上法第20条に規定する環境衛生指導員の

職にあった者 

(4) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学

(短期大学を除く。次号において同じ。)又は旧大

学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学の理学、

薬学、工学又は農学の課程において衛生工学(旧大

学令に基づく大学にあっては、土木工学。次号に

おいて同じ。)又は化学工学に関する科目を修めて

卒業した後、2年以上廃棄物の処理に関する技術上

の実務に従事した経験を有する者 

(5) 学校教育法に基づく大学又は旧大学令に基づく

大学の理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当

する課程において衛生工学及び化学工学に関する

科目以外の科目を修めて卒業した後、3年以上廃棄

物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を

有する者 

(6) 学校教育法に基づく短期大学(同法に基づく専

門職大学の前期課程を含む。)若しくは高等専門学

校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)に基づ

く専門学校の理学、薬学、工学、農学又はこれら

に相当する課程において衛生工学(旧専門学校令に

基づく専門学校にあっては、土木工学。次号にお

いて同じ。)又は化学工学に関する科目を修めて卒

業した(同法に基づく専門職大学の前期課程を修了

した場合を含む。)後、4年以上廃棄物の処理に関

する技術上の実務に従事した経験を有する者 

(7) 学校教育法に基づく短期大学(同法に基づく専

門職大学の前期課程を含む。)若しくは高等専門学

校又は旧専門学校令に基づく専門学校の理学、薬

学、工学、農学又はこれらに相当する課程におい

て衛生工学及び化学工学に関する科目以外の科目

を修めて卒業した(同法に基づく専門職大学の前期

課程を修了した場合を含む。)後、5年以上廃棄物

の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有

する者 

(8) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育

学校又は旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)に基

づく中等学校において土木科、化学科又はこれら

に相当する学科を修めて卒業した後、6年以上廃棄

物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を

有する者 

(9) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育

学校又は旧中等学校令に基づく中等学校において

理学、工学、農学に関する科目又はこれらに相当

する科目を修めて卒業した後、7年以上廃棄物の処
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理に関する技術上の実務に従事した経験を有する

者 

(10) 10年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務

に従事した経験を有する者 

(11) 前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能

を有すると認められる者 

第5章 廃棄物処理手数料 

(一般廃棄物処理手数料) 

第18条 市が一般廃棄物の処理をする場合で、別表

第1に掲げる取扱区分の処理に該当するときは、同

表により算定した額(汚水処理手数料の項にあって

は、その額に10円未満の端数があるときは、その

端数を切り捨てた額)の手数料を徴収する。ただ

し、第11条第2項各号に定める方法により排出する

ときは、これを徴収しない。 

2 前項の手数料の徴収の方法は、規則で定める。 

第19条 削除 

(手数料の減免) 

第20条 市長は、災害その他特別の事情があると認

めたときは、第18条第1項の手数料を減免すること

ができる。 

第6章 一般廃棄物処理業等の許可 

(一般廃棄物処理業の許可) 

第21条 市長は、法第7条の規定により一般廃棄物処

理業の許可をしたときは、許可証を交付する。 

2 前項の規定により許可証の交付を受けた者がこれ

を破損し、又は紛失したときは、許可証の再交付

を受けなければならない。 

(浄化槽清掃業の許可) 

第22条 前条の規定は、浄化槽法(昭和58年法律第43

号)第35条の規定による浄化槽清掃業の許可につい

て準用する。 

(許可申請手数料) 

第23条 法第7条の規定により一般廃棄物処理業の許

可を受けようとする者、浄化槽法第35条の規定に

より浄化槽清掃業の許可を受けようとする者及び

第21条第2項又は前条において準用する同項の規定

により許可証の再交付を受けようとする者は、申

請の際、別表第2に定める手数料を納入しなければ

ならない。 

2 既納の手数料は、還付しない。 

第7章 補則 

(委任) 

第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則

で定める。 

第8章 罰則 

(過料) 

第25条 偽りその他不正の行為により、この条例に

定めた手数料を免れた者は、その徴収を免れた金

額の5倍に相当する額(当該5倍に相当する額が5万

円を超えないときは、5万円とする。)以内の過料

に処する。 

附 則 

(施行期日) 

1 この条例は、平成17年10月11日から施行する。 

(経過措置) 

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の

前日までに、合併前の釧路市廃棄物の減量及び処

理等に関する条例(平成6年釧路市条例第36号)、阿

寒町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成7年

阿寒町条例第8号。以下「合併前の阿寒町条例」と

いう。)又は音別町廃棄物の処理及び清掃に関する

条例(平成8年音別町条例第5号)(以下これらを「合

併前の条例」という。)の規定により交付された一

般廃棄物処理業又は浄化槽清掃業の許可証は、当

該一般廃棄物処理業又は浄化槽清掃業の許可証の

有効期間の満了する日までの間は、第21条第1項

(第22条において準用する場合を含む。)の規定に

より交付された一般廃棄物処理業又は浄化槽清掃

業の許可証とみなす。 

3 合併前の条例の規定により課した、又は課すべき

であった手数料の取扱いについては、なお合併前

の条例の例による。 

4 合併前の阿寒町の区域については、市は、施行日

から平成18年3月31日までの間は、第10条第2項の

規定にかかわらず、し尿のほか事業系一般廃棄物

の収集及び運搬を行うものとする。この場合にお

いて、事業系一般廃棄物(し尿を除く。)の収集、

運搬及び処分に係るごみ処理手数料並びに排出方

法は、第10条第3項の規定にかかわらず、合併前の

阿寒町条例(同条例に基づく規則を含む。)の例に

よる。 

5 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用

については、なお合併前の条例の例による。 

附 則(平成17年12月13日条例第299号) 

この条例は、規則で定める日から施行する。 

(規則で定める日 平成17年12月15日規則第284号

により平成17年12月17日) 

附 則(平成18年3月24日条例第19号) 

この条例は、平成18年4月1日から施行する。 

附 則(平成19年3月22日条例第10号) 

この条例は、平成19年4月1日から施行する。 

附 則(平成19年3月22日条例第22号) 

この条例は、規則で定める日から施行する。 

(規則で定める日 平成19年5月21日規則第79号に

より平成19年8月1日) 

附 則(平成20年12月12日条例第53号) 

この条例は、平成21年4月1日から施行する。 

附 則(平成23年3月18日条例第1号)抄 

この条例は、平成23年4月1日から施行する。 

附 則(平成23年12月13日条例第39号) 

この条例は、平成24年4月1日から施行する。 

附 則(平成25年3月25日条例第13号) 

この条例は、平成25年4月1日から施行する。 

附 則(平成25年6月24日条例第38号) 

この条例は、平成25年7月1日から施行する。 

附 則(平成26年3月20日条例第4号)抄 

(施行期日) 

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。 

(手数料等の改定に係る経過措置) 

2 次の各号に掲げる規定は、この条例の施行の日

(以下「施行日」という。)以後の当該各号に掲げ

る行為等(以下「登記の完了等」という。)に係る

手数料等について適用し、施行日前の登記の完了
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等に係る手数料等については、なお従前の例によ

る。 

(1) 略 

(2) 第14条の規定による改正後の釧路市廃棄物の減

量及び処理等に関する条例(以下「新廃棄物処理等

条例」という。)別表第1(家庭系廃棄物のうち可燃

ごみ及び不燃ごみ並びに粗大ごみを処理するとき

に係るごみ処理手数料に係る部分を除く。) 可燃

ごみ及び不燃ごみ並びに粗大ごみの搬入、し尿の

収集又は汚水の搬入 

3 新廃棄物処理等条例別表第1(家庭系廃棄物のうち

可燃ごみ及び不燃ごみ並びに粗大ごみを処理する

ときに係るごみ処理手数料に係る部分に限る。)の

規定(以下「新指定ごみ袋等手数料規定」とい

う。)は、施行日以後に新廃棄物処理等条例第18条

の規定により徴収するごみ処理手数料について適

用し、施行日前に第14条の規定による改正前の釧

路市廃棄物の減量及び処理等に関する条例第18条

の規定によりごみ処理手数料を徴収した者に交付

した同条例第11条第1項に規定する指定ごみ袋又は

ごみ処理券により、施行日以後に可燃ごみ若しく

は不燃ごみ又は粗大ごみを処理するときは、新指

定ごみ袋等手数料規定に規定するごみ処理手数料

を徴収しているものとみなす。 

(規則への委任) 

8 この附則に規定するもののほか、この条例の施行

に関し必要な経過措置は、規則で定める。 

附 則(平成31年3月22日条例第8号)抄 

(施行期日) 

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。 

(手数料等の改定に係る経過措置) 

2 次の各号に掲げる規定は、この条例の施行の日

(以下「施行日」という。)以後の当該各号に掲げ

る行為等(以下「登記の完了等」という。)に係る

手数料等について適用し、施行日前の登記の完了

等に係る手数料等については、なお従前の例によ

る。 

(1) 略 

(2) 第15条の規定による改正後の釧路市廃棄物の減

量及び処理等に関する条例(以下「新廃棄物処理等

条例」という。)別表第1(家庭系廃棄物のうち可燃

ごみ及び不燃ごみ並びに粗大ごみを処理するとき

に係るごみ処理手数料に係る部分を除く。) 可燃

ごみ及び不燃ごみ並びに粗大ごみの搬入、し尿の

収集又は汚水の搬入 

3 新廃棄物処理等条例別表第1(家庭系廃棄物のうち

可燃ごみ及び不燃ごみ並びに粗大ごみを処理する

ときに係るごみ処理手数料に係る部分に限る。)の

規定(以下「新指定ごみ袋等手数料規定」とい

う。)は、施行日以後に新廃棄物処理等条例第18条

の規定により徴収するごみ処理手数料について適

用し、施行日前に第15条の規定による改正前の釧

路市廃棄物の減量及び処理等に関する条例第18条

の規定によりごみ処理手数料を徴収した者に交付

した同条例第11条第1項に規定する指定ごみ袋又は

ごみ処理券により、施行日以後に可燃ごみ若しく

は不燃ごみ又は粗大ごみを処理するときは、新指

定ごみ袋等手数料規定に規定するごみ処理手数料

を徴収しているものとみなす。 

(規則への委任) 

10 この附則に規定するもののほか、この条例の施

行に関し必要な経過措置は、規則で定める。 

附 則(平成31年3月22日条例第12号) 

この条例は、平成31年4月1日から施行する。 

附 則(令和元年6月28日条例第2号) 

この条例は、公布の日から施行する。 

別表第１（第18条関係） 

手数料

の種類 

取扱区分 手数料の額 

ごみ処

理手数

料 

家庭系廃棄

物のうち可

燃ごみ及び

不燃ごみ並

びに粗大ご

みを処理す

るとき。 

可燃ごみ及び

不燃ごみ（指

定ごみ袋に入

れて排出する

とき。） 

（指定ごみ袋1枚につき） 

(1) 6リットル用 16円 

(2) 10リットル用 26円 

(3) 20リットル用 52円 

(4) 30リットル用 78円 

(5) 40リットル用 105円 

粗大ごみ（ご

み処理券を貼

り付けて排出

するとき。） 

ごみ処理券1枚につき392円 

市長の指定

する施設に

自ら搬入し

た一般廃棄

物のうち可

燃ごみ及び

不燃ごみ並

びに粗大ご

みを処分

（食品循環

資源の再生

利用等の促

進に関する

法律（平成

12年法律第

116号）に

規定する方

法による食

品廃棄物等

の処分を除

く。）する

とき。 

家庭系廃棄物 (1) 10キログラムまで 84円 

(2) 10キログラム超過分 10

キログラムまでごと（5キログ

ラム未満の端数があるときは、

これを切り捨てる。）に84円 

事業系一般廃

棄物 

(1) 10キログラムまで 84円 

(2) 10キログラム超過分 10

キログラムまでごと（5キログ

ラム未満の端数があるときは、

これを切り捨てる。）に84円 

し尿処

理手数

料 

し尿を収集し、運搬し、

及び処分するとき。 

（1回につき） 

(1) 100リットルまで 675円 

(2) 100リットル超過分20リッ

トルごと（20リットル未満の端

数があるときは、これを切り捨

てる。）に135円 

汚水処

理手数

料 

市長の指定する施設に搬

入された浄化槽汚泥等の

汚水を処分するとき。 

1キログラムごとに7.06円 

別表第２（第23条関係） 

手数料の種類 手数料の額 

許可申請手数料 15,000円 
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許可証再交付手数料 2,000円 

 

 

○釧路市廃棄物の減量及び処理等に関する条例施行

規則 

平成17年10月11日 

釧路市規則第153号 

(趣旨) 

第1条 この規則は、釧路市廃棄物の減量及び処理等

に関する条例(平成17年釧路市条例第132号。以下

「条例」という。)の施行について、必要な事項を

定めるものとする。 

(審議会の会長及び副会長) 

第2条 条例第7条第1項の釧路市廃棄物減量等推進審

議会(以下「審議会」という。)に、会長及び副会

長を置く。 

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。 

3 会長は、会議の議長となり、審議会を総理する。 

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があると

き、又は欠けたときは、その職務を代理する。 

(審議会の会議) 

第3条 審議会の会議は、会長が招集する。 

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議

を開くことができない。 

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同

数のときは会長の決するところによる。 

(審議会の専門部会) 

第4条 条例第7条第5項の専門部会は、市長が委嘱

し、又は指名する者をもって組織する。 

2 専門部会に、部会長を置く。 

3 部会長は、専門部会を総理する。 

(審議会の運営事項) 

第5条 前3条に規定するもののほか、審議会の運営

に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定め

る。 

(市が収集及び運搬をしない家庭系廃棄物) 

第6条 条例第10条第1項ただし書の規定により市が

収集及び運搬をしない家庭系廃棄物は、浄化槽汚

泥等の汚水とする。 

(指定施設) 

第7条 条例第10条に規定する市長が指定する施設及

び条例別表第1に規定する市長の指定する施設は、

次のとおりとする。 

施設の種類 施設の名称 

ごみ処理施設 釧路市ごみ最終処分場 

粗大ごみ処理センター 

釧路市阿寒町一般廃棄物最終処分場 

釧路市音別町一般廃棄物最終処分場 

汚水処理施設 釧路市大楽毛下水終末処理場 

(排出禁止物) 

第8条 条例第13条の規定により排出してはならない

廃棄物は、次に掲げるものとする。 

(1) 有害性のある物(乾電池、蛍光管及び水銀体温計

を除く。) 

(2) 感染性のある物 

(3) 危険性のある物 

(4) 引火性のある物 

(5) 著しく悪臭を発する物 

(6) 特別管理一般廃棄物 

(7) 特定家庭用機器再商品化法 (平成10年法律第97

号)第2条第4項に規定する特定家庭用機器 

(8) パーソナルコンピュータ (その表示装置であっ

てブラウン管式又は液晶式のものを含む。) 

(9) 前各号に掲げるもののほか、市が行う廃棄物の

処理を著しく困難にし、又は市の処理施設の機能に

支障が生じる物 

(一般廃棄物の保管及び排出の基準) 

第9条 一般廃棄物(し尿を除く。)の保管及び排出の

基準は、次のとおりとする。 

(1) 悪臭が発生しないよう必要な処置を施し、保管

すること。 

(2) 周辺の生活環境に支障が生じないよう整理し、

保管すること。 

(3) 衛生害虫等の発生を防止するために必要な処置

を施し、保管し、及び排出すること。 

(4) 家庭系廃棄物のうち有害ごみ、資源物である容

器包装廃棄物(容器包装に係る分別収集及び再商品

化の促進等に関する法律(平成7年法律第112号)第2

条第4項に規定する容器包装廃棄物をいう。)であっ

て市長が指定するものについては、透明な袋等に入

れ排出すること。 

(5) 家庭系廃棄物のうち資源物である雑がみ、びん・

缶類、ペットボトル及び白色である発泡スチロール

製 食品トレイは、指定された場所及び方法により

排出すること。 

(6) 毒性、爆発性、感染性等のあるものを除去すると

ともに、ガラス、蛍光管、電球、刃物、針その他の

危険物は、厚紙で包装するなどの必要な安全処置を

施し、排出すること。 

(7) 可燃性ガスの容器は、穴を開けるなどにより、内

部の可燃性ガスを除去し、排出すること。 

(8) 排出してから収集されるまでの間に、動物など

による散乱を防止するために必要な処置を施すこ

と。 

2 一般廃棄物のうちし尿に係る保管及び排出の基準

は、次のとおりとする。 

(1) 便槽のくみ取口は、収集作業に支障のない配置

とすること。 

(2) 便槽のくみ取口の大きさは、直径30センチメー

トル以上とし、便槽の容量は、おおむね1.2キロリッ

トル以上とすること。 

(3) 便槽の地上に露出する部分の高さは、おおむね

15センチメートル以上50センチメートル以下とす

ること。 

(4) し尿が、便槽から地下及び地上に漏出しないよ

うにすること。 

(5) 便槽に、雨水及び地下水が浸入しないようにす

ること。 

(多量の家庭系廃棄物) 

第10条 条例第16条第2項に規定する多量の家庭系廃

棄物は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 

(1) 粗大ごみで一回に排出される量が 300キログラ

ム以上のもの 

k08369
タイプライタ
－４８－



 

(2) 引っ越しに伴い排出されるもの 

(手数料の徴収の方法) 

第11条 条例第18条第2項(条例第10条において準用

する場合を含む。)の手数料の徴収の方法は、次のと

おりとする。 

(1) 家庭系廃棄物のうち可燃ごみ及び不燃ごみ並び

に粗大ごみの処理に係るごみ処理手数料は、収集ま

でに徴収する。この場合において、市長は、当該ご

み処理手数料を納入した者に市長が指定するごみ

袋又は市長が指定するごみ処理券を交付する。 

(2) 第7条に規定する施設に自ら搬入した一般廃棄

物のうち可燃ごみ及び不燃ごみ並びに粗大ごみの

処分に係るごみ処理手数料は、搬入の都度徴収する。

ただし、あらかじめ後納の承認を受けた者のごみ処

理手数料は、納入通知書により徴収し、その納期限

は、毎月1日から当該月の末日までに搬入したもの

について翌月20日とする。 

(3) し尿処理手数料は、納入通知書により徴収し、そ

の納期限は、毎月1日から末日までに収集したもの

について翌月末日とする。 

(4) 汚水処理手数料は、納入通知書により徴収し、そ

の納期限は、毎月1日から末日までに搬入したもの

について翌々月末日とする。 

(後納の申請) 

第12条 前条第2号ただし書に規定する後納の承認を

受けようとする者は、後納承認申請書により、市長

に申請しなければならない。 

(手数料の還付) 

第13条 第11条の規定により徴収したごみ処理手数

料、し尿処理手数料又は汚水処理手数料(以下「ごみ

処理手数料等」という。)に過誤納額が生じたときは、

これを還付する。 

(手数料の減免) 

第14条 条例第20条の規定によりごみ処理手数料等

の減免を受けようとする者は、市長に申請し、承認

を受けなければならない。 

(一般廃棄物処理業の許可) 

第15条 法第7条の規定により一般廃棄物処理業の許

可を受けようとする者は、一般廃棄物処理業許可申

請書により、市長に申請しなければならない。 

2 条例第21条第1項の許可証は、一般廃棄物処理業許

可証によるものとする。 

3 条例第21条第2項の規定により一般廃棄物処理業

の許可証の再交付を受けようとする者は、許可証再

交付申請書により、市長に申請しなければならない。 

(浄化槽清掃業の許可) 

第16条 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条の規

定により浄化槽清掃業の許可を受けようとする者

は、浄化槽清掃業許可申請書により、市長に申請し

なければならない。 

2 条例第22条において準用する条例第21条第1項の

許可証は、浄化槽清掃業許可証によるものとする。 

3 条例第22条において準用する条例第21条第2項の

規定による浄化槽清掃業の許可証の再交付を受け

ようとする者は、許可証再交付申請書により、市長

に申請しなければならない。 

附 則 

(施行期日) 

1 この規則は、平成17年10月11日から施行する。 

(経過措置) 

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前

日までに、合併前の釧路市廃棄物の減量及び処理等

に関する条例施行規則(平成6年釧路市規則第79号。

以下「合併前の釧路市規則」という。)、阿寒町廃棄

物の処理及び清掃に関する条例施行規則 (平成7年

阿寒町規則第4号。以下「合併前の阿寒町規則」とい

う。)又は音別町廃棄物の処理及び清掃に関する条

例施行規則(平成8年音別町規則第2号)(以下これら

を「合併前の規則」という。)の規定によりなされた

処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相

当規定によりなされたものとみなす。 

3 合併前の規則の規定により課した、又は課すべき

であった手数料の取扱いについては、なお合併前の

規則の例による。 

4 合併前の釧路市規則又は合併前の阿寒町規則の規

定により交付された家庭系廃棄物に係る指定ごみ

袋、ごみ処理券及び収入証紙(以下「家庭系ごみ袋等」

という。)は、第10条第1号の規定により交付された

ごみ袋等とみなし、施行日以後もなお家庭系廃棄物

の排出に使用することができるものとする。ただし、

合併前の阿寒町規則により交付された家庭系ごみ

袋等(以下「阿寒町家庭系ごみ袋等」という。)につ

いては、平成18年4月1日以後は使用できないものと

する。 

5 平成18年4月1日以後において、排出者等が阿寒町

家庭系ごみ袋等の残数を保有している場合は、当該

阿寒町家庭系ごみ袋等と引換えにごみ処理手数料

を還付する。 

6 前項に定めるもののほか、阿寒町家庭系ごみ袋等

の使用の廃止に伴う経過措置は、別に定める。 

7 平成18年4月1日以後において、排出者等が合併前

の阿寒町規則の規定により交付された事業系一般

廃棄物に係る指定ごみ袋及び収入証紙(以下「阿寒

町事業系ごみ袋等」という。)の残数を保有している

場合は、当該阿寒町事業系ごみ袋等と引換えにごみ

処理手数料を還付する。 

8 前項に定めるもののほか、合併前の阿寒町の区域

における事業系一般廃棄物の収集、運搬及び処分の

廃止に伴う経過措置は、別に定める。 

附 則(平成17年12月15日規則第285号) 

この規則は、平成17年12月17日から施行する。 

附 則(平成18年3月29日規則第40号) 

この規則は、平成18年4月1日から施行する。 

附 則(平成24年3月31日規則第15号) 

この規則は、平成24年4月1日から施行する。 

附 則(平成25年3月29日規則第12号) 

この規則は、平成25年4月1日から施行する。 

附 則(平成25年6月28日規則第36号) 

この規則は、平成25年7月1日から施行する。 
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○釧路市の設置に係る一般廃棄物処理施設の生活環

境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例 

平成17年10月11日 

釧路市条例第133号 

(目的) 

第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する

法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第

9条の3第2項(同条第8項により準用する場合を含む。

以下同じ。)の規定に基づき、同条第1項に規定する

一般廃棄物処理施設の設置に係る届出及び同条第7

項に規定する一般廃棄物処理施設の変更に係る届

出に際し、市長が実施した周辺地域の生活環境に及

ぼす影響についての調査(以下「生活環境影響調査」

という。)の結果及び法第8条第2項第2号から第9号

までに掲げる事項を記載した書類(以下「報告書等」

という。)の縦覧手続並びに生活環境の保全上の見

地からの意見書(以下「意見書」という。)の提出の

方法を定めることにより、一般廃棄物処理施設の設

置又は変更に関し利害関係を有する者に生活環境

の保全上の見地からの意見書を提出する機会を付

与することを目的とする。 

(対象となる施設の種類) 

第2条 報告書等の公衆への縦覧及び意見書の提出の

対象となる一般廃棄物処理施設は、廃棄物の処理及

び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)

第5条第1項に規定するごみ処理施設のうち焼却施

設及び同条第2項に規定する一般廃棄物の最終処分

場(以下「施設」という。)とする。 

(縦覧の告示) 

第3条 市長は、法第9条の3第2項の規定により報告書

等を公衆の縦覧に供しようとするときは、報告書等

を縦覧に供する場所(以下「縦覧の場所」という。)、

期間(以下「縦覧の期間」という。)のほか、次に掲

げる事項を告示するものとする。 

(1) 施設の名称 

(2) 施設の設置の場所 

(3) 施設の種類 

(4) 施設において処理する一般廃棄物の種類 

(5) 施設の能力 (施設が最終処分場である場合に

あっては、埋立処分の用に供される場所の面積及び

埋立容量) 

(6) 実施した生活環境影響調査の項目 

(縦覧の場所及び期間) 

第4条 縦覧の場所は、次に掲げる場所とする。 

(1) 釧路市市民環境部 

(2) 生活環境影響調査を実施した周辺地域内で、市

長が指定する場所 

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める

場所 

2 縦覧の期間は、告示の日から1か月間とする。 

(意見書の提出先等の告示) 

第5条 市長は、法第9条の3第2項の規定により施設の

設置又は変更に関し利害関係を有する者は、生活環

境の保全上の見地からの意見書を提出できる旨、意

見書を提出する場合の提出先及び提出期限その他

必要な事項を告示するものとする。 

(意見書の提出先及び提出期限) 

第6条 意見書の提出先は、次に掲げる場所とする。 

(1) 釧路市市民環境部 

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める

場所 

2 前条の規定による告示があったときは、施設の設

置又は変更に関し利害関係を有する者は、第4条第2

項の縦覧の期間満了の日の翌日から起算して2週間

を経過する日までに、市長に生活環境の保全上の見

地からの意見書を提出することができる。 

(環境影響評価との関係) 

第7条 施設の設置又は変更に関し、環境影響評価法

(平成9年法律第81号)に基づく環境影響評価(生活

環境影響調査に相当する内容を有するものに限

る。)に係る告示、縦覧等の手続を経たものは、第3

条から前条までに定める手続を経たものとみなす。 

(近隣自治体との協議) 

第8条 市長は、施設の設置等に関し、次の各号のいず

れかに該当するときは、その設置等に係る区域を管

轄する近隣自治体の長に、報告書等の写しを送付し、

当該区域における縦覧等の手続の実施について、協

議するものとする。 

(1) 施設を釧路市の区域外の区域に設置するとき。 

(2) 施設の敷地が釧路市の区域外の区域にわたると

き。 

(3) 施設の設置又は変更により、生活環境に影響を

及ぼす周辺地域に、釧路市の区域に属しない地域が

含まれているとき。 

(委任) 

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で

定める。 

附 則 

この条例は、平成17年10月11日から施行する。 

附 則(平成22年3月23日条例第2号)抄 

(施行期日) 

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。 

 

 

○釧路市の設置に係る一般廃棄物処理施設の生活環

境影響調査結果の縦覧等の手続に関する規則 

平成17年10月11日 

釧路市規則第154号 

(趣旨) 

第1条 この規則は、釧路市の設置に係る一般廃棄物

処理施設の生活環境影響調査結果の縦覧等の手続

に関する条例(平成17年釧路市条例第133号。以下

「条例」という。)の施行について、必要な事項を定

めるものとする。 

(用語) 

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する

用語の例による。 

(縦覧の手続) 

第3条 条例第3条の規定により縦覧に供された報告

書等を縦覧しようとする者(以下「縦覧者」という。)

は、縦覧申込書に必要な事項を記入しなければなら

ない。 

(縦覧の期間等) 

第4条 条例第4条第2項に規定する縦覧の期間のうち、
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縦覧しようとする日が、釧路市の休日を定める条例

(平成17年釧路市条例第2号)第1条第1項に規定する

休日に当たるときは、縦覧することができない。 

2 縦覧の時間は、午前8時50分から午後5時20分まで

とする。 

(縦覧者の遵守事項) 

第5条 縦覧者は、次に掲げる事項を遵守しなければ

ならない。 

(1) 報告書等を縦覧の場所から持ち出さないこと。 

(2) 報告書等を汚損し、又は損傷しないこと。 

(3) 他の閲覧者に迷惑を及ぼさないこと。 

(4) 係員の指示があった場合には、それに従うこと。 

2 市長は、前項の規定に違反した者に対し、その縦覧

を停止し、又は縦覧を禁止することができる。 

(市民の意見書の記載事項) 

第6条 条例第6条第2項の意見書には、次に掲げる事

項をすべて記載しなければならない。 

(1) 氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の

氏名及び登記された事務所又は事業所の所在地) 

(2) 施設の名称 

(3) 生活環境の保全上の見地からの意見 

(委任) 

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、

別に定める。 

附 則 

この規則は、平成17年10月11日から施行する。 

 

 

○釧路市みんなできれいな街にする条例 

平成17年10月11日 

釧路市条例第134号 

(目的) 

第1条 この条例は、空き缶等及び吸い殻等の散乱の

防止(以下「ごみの散乱防止」という。)に関する施

策について、市、市民等、事業者及び土地所有者等

が一体となって推進するための必要な事項を定め

ることにより、清潔で住み良いまちづくりに資する

ことを目的とする。 

(定義) 

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の

意義は、当該各号に定めるところによる。 

(1) 空き缶等 飲料を収納し、又は収納していた缶、

びんその他の容器をいう。 

(2) 吸い殻等 たばこの吸い殻、紙くず、発泡スチ

ロール製容器、犬のふんその他これらに類する空き

缶等以外の物で、投棄されることによってごみの散

乱の原因となるものをいう。 

(3) 市民等 市内に居住し、勤務し、若しくは滞在し、

又は市内を通過する者をいう。 

(4) 事業者 市内で事業活動を行うすべての者をい

う。 

(5) 土地所有者等 土地を所有し、占有し、又は管理

する者をいう。 

(市の責務) 

第3条 市は、この条例の目的を達成するための総合

的な施策を策定し、これを実施しなければならない。 

2 市は、前項の施策の実施に当たり、市民等、事業者

及び土地所有者等に対して必要な指導をし、及び協

力を求めなければならない。 

3 第1項の総合的な施策は、次に掲げる事項とする。 

(1) ごみの散乱防止のための意識啓発に関する事項 

(2) 空き缶等の再資源化の促進に関する事項 

(3) ごみの散乱防止のための自主的活動団体の育成

に関する事項 

(市民等の責務) 

第4条 市民等は、屋外で自ら生じさせた空き缶等及

び吸い殻等を持ち帰り、又は空き缶等を回収するた

めの容器がある場合は、その容器に収納しなければ

ならない。 

2 市民等は、犬を散歩させるときは、犬のふんの処理

をするための袋等を持参し、そのふんを持ち帰らな

ければならない。 

3 市民等は、屋外で喫煙するときは、携帯用吸い殻入

れを持参し、その吸い殻を持ち帰らなければならな

い。 

4 市民等は、この条例の目的を達成するため、自ら身

近な地域及び職場等における清掃活動に参加する

ように努めるとともに、市が実施するごみの散乱防

止のための施策に協力しなければならない。 

(事業者の責務) 

第5条 事業者は、事業所及びその周辺その他事業活

動を行う地域において、清掃活動の実践に努めなけ

ればならない。 

2 飲料、たばこその他のごみの散乱の原因となるお

それのある物の製造、加工、販売等を行う者は、ご

みの散乱防止について、消費者に対する意識の啓発

その他の必要な措置を講じなければならない。 

3 事業者は、この条例の目的を達成するため、従業員

の意識の啓発を図るとともに、市が実施するごみの

散乱防止のための施策に協力しなければならない。 

(土地所有者等の責務) 

第6条 土地所有者等は、その所有し、占有し、又は管

理する土地のごみの散乱防止のための措置を講ず

るとともに、散乱した空き缶等及び吸い殻等の清掃

その他必要な措置を採らなければならない。 

2 土地所有者等は、この条例の目的を達成するため、

市が実施するごみの散乱防止のための施策に協力

しなければならない。 

(投棄の禁止) 

第7条 何人も、道路、公園、河川、海岸その他の公共

の場所及び他人が所有し、占有し、又は管理する土

地に、空き缶等及び吸い殻等を捨ててはならない。 

(美観推進重点区域の指定) 

第8条 市長は、特にごみの散乱防止をする必要があ

ると認める区域を美観推進重点区域として指定す

ることができる。 

2 市長は、前項の規定により、美観推進重点区域を指

定するときは、これを告示しなければならない。指

定を解除し、又は変更するときも同様とする。 

(施策の重点実施) 

第9条 市長は、美観推進重点区域において、ごみの散

乱防止についての施策を重点的に実施するものと

する。 
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(立入調査) 

第10条 市長は、この条例の施行に必要な限度におい

て、市長の指定する職員に事業者又は土地所有者等

の土地に立ち入り、必要な調査をさせることができ

る。 

2 前項の規定により立入調査をする職員は、その身

分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったと

きは、これを提示しなければならない。 

3 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査の

ために認められたものと解釈してはならない。 

(勧告及び命令) 

第11条 市長は、第7条の規定に違反した者に対し、空

き缶等及び吸い殻等の持ち帰り又は回収容器への

収納、散乱した空き缶等及び吸い殻等の清掃等必要

な措置について勧告することができる。 

2 市長は、前項の規定による勧告を受けた者が正当

な理由がなくこれに応じないときは、その者に対し、

期限を定めて、必要な措置を講ずるよう命令するこ

とができる。 

(委任) 

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で

定める。 

(罰則) 

第13条 第8条に規定する美観推進重点区域において

第7条の規定に違反した者で、第11条第2項の規定に

よる命令に違反したものは、3万円以下の罰金に処

する。 

附 則 

(施行期日) 

1 この条例は、平成17年10月11日から施行する。 

(経過措置) 

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前

日までに、合併前の釧路市みんなできれいな街にす

る条例(平成12年釧路市条例第51号)又は阿寒町空

き缶等ごみの散乱防止に関する条例(平成12年阿寒

町条例第31号)(以下これらを「合併前の条例」とい

う。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為

は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたも

のとみなす。 

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用

については、なお合併前の条例の例による。 

 

 

○釧路市みんなできれいな街にする条例第８条第１

項の規定による美観推進重点区域の指定 

平成17年10月11日 

釧路市告示第12号 

釧路市みんなできれいな街にする条例（平成１７

年釧路市条例第１３４号）第８条第１項の規定に基

づき、次のとおり美観推進重点区域を指定するの

で、同条例第２項の規定により告示する。 

１ 指定区域 

名称 区域 

新富士・星が浦地区 新富士町６丁目、星が浦南１丁目、

星が浦南２丁目、星が浦南３丁目 

釧路川緑地地区 昭和、昭和町１丁目、治水町、東川

町及び愛国の各地先並びに昭和町１

丁目 

美原・芦野・文苑地区 美原全域、芦野全域、文苑全域 

北大通地区 北大通全域、錦町２丁目 

米町地区 米町全域 

春採公園地区 春湖台 

２ 指定年月日 平成17年10月11日 

 

 

○釧路市清掃指導員設置規則 

平成17年10月11日 

釧路市規則第152号 

(設置) 

第1条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45

年法律第137号。以下「法」という。)及び釧路市

廃棄物の減量及び処理等に関する条例(平成17年釧

路市条例第132号。以下「条例」という。)に規定

する生活環境の保全及び公衆衛生の向上並びに清

掃事業の能率的な運営を図るため、市に清掃指導

員(以下「指導員」という。)を置く。 

(任命) 

第2条 指導員は、市職員のうちから市長が任命す

る。 

(職務) 

第3条 指導員の職務は、次のとおりとする。 

(1) 事業者に対し、法第3条及び条例第4条の事項に

関し必要な調査及び指導を行うこと。 

(2) 条例第16条に規定する多量の一般廃棄物を生ず

る排出者に対し、必要な調査及び指導を行うこ

と。 

(3) 土地又は建物の占有者(占有者がいない場合

は、管理者とする。)に対し、法第5条及び条例第6

条に規定する清潔の保持等について必要な調査及

び指導を行うこと。 

(4) 法第16条に規定する廃棄物の不法投棄に関し、

その必要があるときは、関係者から事情を聴く等

の調査を行うこと。 

(5) 一般廃棄物の排出者に対し、条例第14条に規定

する一般廃棄物の管理について必要な調査及び指

導を行うこと。 

(6) 前各号のほか清掃及び環境衛生に関する調査及

び指導を行うこと。 

(清掃指導員証の携帯) 

第4条 指導員は、前条の職務を行うときは、必ず清

掃指導員証(別記様式)を携帯し、かつ、関係人よ

り求められたときは、これを提示しなければなら

ない。 

附 則 

この規則は、平成17年10月11日から施行する。 

 

別記様式(第4条関係)記載省略 
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○釧路市自動車放置防止条例 

平成17年10月11日 

釧路市条例第135号 

(目的) 

第1条 この条例は、放置されている自動車(以下

「放置自動車」という。)に関連して発生する犯罪

及び事故を防止するとともに、市民の安全な生活

環境を保全し、及び都市の美観を保持するため、

放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関し必

要な事項を定めることにより、良好な都市環境の

形成に資することを目的とする。 

(定義) 

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の

意義は、それぞれ当該各号に定めるところによ

る。 

(1) 自動車 道路運送車両法(昭和26年法律第185

号)第2条第2項に規定する自動車をいう。 

(2) 放置 自動車が正当な権原に基づき置くことを

認められた場所以外の場所に相当の期間にわたり

置かれていることをいう。 

(3) 所有者等 自動車の所有者その他当該自動車を

使用する権原を有する者及び当該自動車を放置

し、又は放置させた者をいう。 

(4) 廃自動車 自動車で、その本来の用に供するこ

とが困難な状態にあり、かつ、汚物又は不要物と

認められるものをいう。 

(市の責務) 

第3条 市は、放置自動車の発生の防止及び適正な処

理に関し、必要な施策を実施しなければならな

い。 

(事業者の責務) 

第4条 事業者は、放置自動車の発生の防止に努める

とともに、市が実施する放置自動車の発生の防止

及び適正な処理に関する施策(以下「市の施策」と

いう。)に協力しなければならない。 

2 自動車の製造、輸入、販売、整備又は解体その他

これらに類する事業を行う者及びこれらの者が組

織する団体は、市その他の関係者と共同して、放

置自動車の発生の防止を図るために必要な措置を

講じなければならない。 

(市民等の責務) 

第5条 市民は、放置自動車の発生の防止に努めると

ともに、市の施策に協力しなければならない。 

2 土地の所有者、占有者又は管理者は、その土地に

自動車が放置されることのないように必要な措置

を講じるよう努めなければならない。 

(関係行政機関への協力要請) 

第6条 市長は、放置自動車の発生の防止及び適正な

処理について必要があると認めるときは、警察署

その他行政機関(以下「関係行政機関」という。)

に対し、協力を要請するものとする。 

(自動車の放置の禁止) 

第7条 何人も、自動車を放置し、若しくは放置さ

せ、又はこれらの行為をしようとする者に協力し

てはならない。 

(通報等) 

第8条 放置自動車を発見した者は、その旨を市長に

通報するよう努めなければならない。 

2 市長は、前項の規定による通報があった場合にお

いて、必要があると認めるときは、自動車が放置

されている土地の所有者、占有者若しくは管理者

又は関係行政機関にその内容を通報する等必要な

措置を講じるものとする。 

(調査及び情報提供) 

第9条 市長は、前条第1項の規定による通報があっ

たときその他必要があると認めるときは、当該職

員に、当該放置自動車の状況、所有者等その他の

必要な事項を調査させるものとする。 

2 市長は、前項の規定による調査をさせる場合にお

いて、車外からの調査では所有者等が判明しない

ときは、その目的を達成するために必要な最小限

度において、当該職員に、車内等を調査させるこ

とができる。この場合において、当該放置自動車

が施錠されているときは、市長は、当該職員に、

当該施錠を解錠させることができる。 

3 第17条第2項の規定は、前項の場合に準用する。 

4 市長は、第1項の規定による調査を実施した場合

において、当該放置自動車がある土地の所有者、

占有者又は管理者から当該調査の結果について情

報の提供を求められたときは、必要と認められる

限度で情報を提供するものとする。 

(撤去命令) 

第10条 市長は、市が公共の用に供する場所に自動

車が放置されているときは、当該自動車の所有者

等に対し、相当の期限を定めて、当該自動車を撤

去することを命じることができる。市が公共の用

に供する場所以外の場所に自動車が放置されてい

る場合で、当該自動車の放置により、市民の安全

の確保、美観の保持又は公共の用に供される場所

の機能の保全(以下「安全の確保等」という。)に

著しい支障が生じ、又は生じるおそれがあると市

長が認めるときも、同様とする。 

(廃自動車認定基準) 

第11条 市長は、釧路市廃自動車認定等委員会(第15

条を除き、以下「委員会」という。)の意見を聴い

て、放置自動車を廃自動車として認定するために

必要な基準(以下「廃自動車認定基準」という。)

を定めるものとする。 

2 市長は、前項の規定により廃自動車認定基準を定

めたときは、これを告示するものとする。これを

変更したときも、同様とする。 

(廃自動車の認定) 

第12条 市長は、放置自動車の所有者等又は所有者

等の連絡先が不明の場合において、当該放置自動

車が廃自動車認定基準に該当すると認めるとき

は、これを廃自動車として認定することができ

る。 

2 市長は、放置自動車が廃自動車認定基準に該当す

るか否かが明らかでないときは、委員会の意見を

聴いて、これを廃自動車として認定することがで

きる。 

(廃自動車の撤去及び処分) 

第13条 市長は、市が公共の用に供する場所にある

放置自動車を廃自動車として認定したときは、こ
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れを撤去し、及び処分することができる。 

2 市長は、市が公共の用に供する場所以外の場所に

ある放置自動車を廃自動車として認定した場合に

おいて、委員会の意見を聴いたうえで、当該放置

自動車により、市民の安全の確保等に著しい支障

が生じ、又は生じるおそれがあると認めるとき

は、これを撤去し、及び処分することができる。 

(費用の請求) 

第14条 市長は、前条の規定により放置自動車を撤

去し、及び処分した場合において、当該放置自動

車の所有者等又は所有者等の連絡先が判明したと

きは、その者に対し、当該放置自動車の撤去及び

処分に要した費用を請求することができる。 

(廃自動車認定等委員会) 

第15条 廃自動車に関する基本的な事項を調査審議

するため、釧路市廃自動車認定等委員会(以下この

条において「委員会」という。)を置く。 

2 委員会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項を

調査審議する。 

(1) 廃自動車認定基準に関すること。 

(2) 廃自動車の認定に関すること。 

(3) 廃自動車の撤去及び処分に関すること。 

(4) 前3号に掲げるもののほか、廃自動車に関する

基本的事項 

3 前項に定めるもののほか、委員会の組織及び運営

に関し必要な事項は、規則で定める。 

(報告の徴収) 

第16条 市長は、この条例の施行に必要な限度にお

いて、自動車が放置されている土地の所有者、占

有者又は管理者に対し、必要な報告を求めること

ができる。 

(立入調査等) 

第17条 市長は、この条例の施行に必要な限度にお

いて、市長の指定する職員に、自動車が放置され

ている土地に立ち入り、必要な調査をさせ、又は

関係者に質問させることができる。 

2 前項の規定により立入調査又は質問をする職員

は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請

求があったときは、これを提示しなければならな

い。 

3 第1項の規定による立入調査又は質問の権限は、

犯罪捜査のために認められたものと解釈してはな

らない。 

(委任) 

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則

で定める。 

(罰則) 

第19条 第10条の規定による命令に違反した者は、

20万円以下の罰金に処する。 

第20条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円

以下の罰金に処する。 

(1) 第16条の規定による報告をせず、又は虚偽の報

告をした者 

(2) 第17条第1項の規定による立入調査を拒み、妨

げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述せ

ず、若しくは虚偽の陳述をした者 

(両罰規定) 

第21条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理

人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の

業務に関して、前2条の違反行為をしたときは、行

為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各

本条の罰金刑を科する。 

附 則 

(施行期日) 

1 この条例は、平成17年10月11日から施行する。 

(経過措置) 

2 合併前の阿寒町及び音別町の区域については、こ

の条例の施行の日(以下「施行日」という。)から

平成18年3月31日までの間は、第19条から第21条ま

での規定は、適用しない。 

3 施行日の前日までに、合併前の釧路市自動車放置

防止条例(平成17年釧路市条例第13号。以下「合併

前の条例」という。)の規定によりなされた処分、

手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規

定によりなされたものとみなす。 

4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用

については、なお合併前の条例の例による。 

附 則(平成19年3月22日条例第23号) 

この条例は、平成19年4月1日から施行する。 

 

 

○釧路市自動車放置防止条例施行規則 

平成17年10月11日 

釧路市規則第155号 

(趣旨) 

第1条 この規則は、釧路市自動車放置防止条例(平

成17年釧路市条例第135号。以下「条例」とい

う。)の施行について、必要な事項を定めるものと

する。 

(注意書) 

第2条 市長は、条例第9条第1項の調査の際に、当該

自動車に注意書(様式第1号)を貼付することができ 

る。 

(情報の提供) 

第3条 条例第9条第4項の情報の提供を求めようとす

る者は、情報提供依頼書(様式第2号)を市長に提出

するものとする。 

2 市長は、前項の情報の提供をするときは、調査結

果通知書(様式第3号)により行うものとする。 

(撤去命令書) 

第4条 条例第10条の規定による命令は、撤去命令書

(様式第4号)により行うものとする。 

(警告書及び告示) 

第5条 条例第13条の規定により廃自動車を撤去する

ときは、期限を定めて、当該廃自動車に警告書(様

式第5号)を貼付するとともに、様式第6号により告

示するものとする。 

(委員会の組織) 

第6条 条例第15条の釧路市廃自動車認定等委員会

(以下「委員会」という。)は、委員8人以内をもっ

て組織する。 

2 委員は、学識経験を有する者、自動車について専

門の知識を有する者その他市長が適当と認める者

のうちから市長が委嘱する。 
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(委員の任期) 

第7条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が

欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者

の残任期間とする。 

2 委員は、再任されることができる。 

(委員会の委員長) 

第8条 委員会に委員長を置き、委員の互選によって

これを定める。 

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。 

3 委員長に事故があるとき又は欠けたときは、委員

長があらかじめ指名する委員がその職務を代理す

る。 

(委員会の会議) 

第9条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長

となる。 

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議

を開くことができない。 

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、

可否同数のときは、議長の決するところによる。 

4 委員会は必要があると認めるときは、委員以外の

者に対して、意見の陳述、説明その他必要な協力

を求めることができる。 

(委員会の庶務) 

第10条 委員会の庶務は、市民環境部において行

う。 

(委員会に関する委任) 

第11条 この規則に定めるもののほか、委員会の運

営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って

定める。 

(身分証明書) 

第12条 条例第17条第2項に規定する身分を示す証明

書は、様式第7号によるものとする。 

(委任) 

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項

は、市長が定める。 

附 則 

(施行期日) 

1 この規則は、平成17年10月11日から施行する。 

(経過措置) 

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の釧路

市自動車放置防止条例施行規則(平成17年釧路市規

則第35号)の規定によりなされた処分、手続その他

の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりな

されたものとみなす。 

附 則(平成19年3月22日規則第8号) 

この規則は、平成19年4月1日から施行する。 

附 則(平成22年3月31日規則第2号) 

この規則は、平成22年4月1日から施行する。 

附 則(平成28年3月31日規則第17号) 

この規則は、平成28年4月1日から施行する。 

 

様式第1号（第２条関係）記載省略 

様式第2号（第３条関係）記載省略 

様式第3号（第３条関係）記載省略 

様式第4号（第４条関係）記載省略 

様式第5号（第５条関係）記載省略 

様式第6号（第５条関係）記載省略 

様式第7号（第１２条関係）記載省略 
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